




５．融資の手順

用紙を受け取って下さい。

課へ申し込んで下さい。

依頼をします。

会へ保証取り付けが依頼されます。

から取扱金融機関へ保証承諾書が送付されます。

機関から融資が実行されます。

取扱金融機関へ貸付金の返済をしていただきます。

　また、申込から融資の実行まで１，２ヶ月程かかりますので、計画的に申し込んでください。

６．沖縄県信用保証協会について

　の唯一の公的信用保証機関です。

　の債務は経営の立ち直りを図りつつ、保証協会に返済してもらいます。

７．その他

※　借換の対象は、元金の２分の１以上を償還していることが必要です。

※　同年度に複数回、融資を受けることは出来ません。

※　返済前に新たな融資を受ける際は、以前の融資額等を考慮した融資限度額となります。

保証の申込は保証協会又は金融機関のどちらでもできますが、保証協会自体は資金

の貸付は行っていません。保証取付後、万一何らかの事故で中小企業者が返済不能に

陥った場合、保証協会が中小企業者に代わって代位弁済します。その後の中小企業者

沖縄県信用保証協会とは、物的担保力、信用力の弱い中小企業者が国、県や市町村

の制度資金を利用したり､あるいは金融機関から資金を借入する場合に、保証協会が中

小企業者の保証人となって､融資が円滑に行われるように設けられた中小企業者のため

※取扱金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫の市内の本店・各支店

　となっております。

貸 付 契 約 締 結 資金の貸付が決定すると、貸付証書が作成され、取扱金融

貸 付 金 の 返 済

金 融 機 関 調 査 取扱金融機関による企業の内容調査が実施され、保証協

保 証 協 会 調 査 保証協会の調査の結果、適当と判断されたときは保証協会

沖縄市経済文化部商工振興課で融資相談を行い、申込書の融 資 相 談

融資申込書提出 申込書に必要書類を添付して沖縄市経済文化部商工振興

融 資 依 頼 市は必要書類を確認し、申込書受理後、金融機関へ融資



　で行って下さい。

□ 　１．沖縄市小口資金融資申込書 □ 　１．沖縄市小口資金融資申込書

□ 　２．市税の納税証明書 ★本庁納税課 □ 　２．決算書の写し（最近２年間分）

　　※市県民税・固定資産税・軽自動車税等 　　※税務署の受付印のあるもの

　【特別小口貸付の方のみ】 □ 　３．市税の納税証明書（法人） ★本庁納税課

　※下記(ｲ)～(ﾊ)のいずれかの証明書 　　※法人市民税、固定資産税、軽自動車税等

□ 　(ｲ）所得税納税証明書「その１」 　　★税務署 　　※最近の１ヵ年間を証明するもの

　　※源泉所得税以外の所得税が課税され完納していること

□ 　(ﾛ)事業税納税証明書（納税額が分かるもの） ★コザ県税事務所 □ 　４.定款の写し

　　※事業税が課税され完納していること

□ 　(ﾊ)市町村県民税の課税証明書 ★本庁資産税課 □ 　５．商業登記簿謄本又は登記事項証明書

　　※所得割のある県民税もしくは市町村民税が課税され ★那覇地方法務局沖縄支局

　　　 完納していること □ 　６．資産評価証明書（法人）

　　※資産がある方のみ ★本庁資産税課

□ 　３．確定申告書の写し（最近２年間分） □
　 　７．法人印鑑証明書 ★那覇地方法務局沖縄支局

　４．資産評価証明書 ★本庁資産税課 □

□ 　　※資産のある方のみ 　８．営業許可証の写し　※許認可業種のみ

□

□ 　５．住民票謄本 ★本庁市民課 　９．見積書　※設備関係資金申込者のみ

□

□ 　６．印鑑証明書 ★本庁市民課 １０．旧債償還明細書の写し　※借換の方のみ

□ 　７．営業許可証の写し　※許認可業種のみ

□ 　８．見積書　※設備関係資金申込者のみ

□ 　９．旧債償還明細書の写し　※借換の方のみ ◎原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要ですが

　  保証人が必要になった場合は、下記の書類が必要とな

□ １０．個人情報の提供に関する同意書 　　ります。

◎原則として県内在住の方。

□ 　１．資産評価証明書

◎連帯保証人は原則として必要ありませんが、必要に応じ 　　※資産のある方のみ

　 て求める場合があります。連帯保証人が必要になった

□ 　２．住民票抄本

◎原則として県内在住の方。 □ 　３．印鑑証明書

□ 　１．資産評価証明書 □ 　４．個人情報の提供に関する同意書

　　※資産のある方のみ

□ 　２．住民票抄本

□ 　３．印鑑証明書

□ 　４．個人情報の提供に関する同意書

【注意】　※証明書の有効期間は、３カ月以内となっていますが、金融機関及び保証協会の書類審査に時間を要しますので、

　　　  余裕をもって提出して下さい。

　　 ※申込の際は実印（法人印）をお持ち下さい。

     ※審査の段階で、必要に応じて別途書類の提出を求められることがあります。

     ※行政書士等の資格がなくて、あっせんするなどと言って手数料、謝礼金等を要求するものがいるようですので注意して下さい。

           

８．申込書類（書類は全て１通ずつ。また、各証明書は、全て原本。）

個　　人　　企　　業 法　　人　　企　　業

（　申　込　者　分　） （　申　込　者　分　）

（　連　帯　保　証　人　分　）

（　連　帯　保　証　人　分　）

　 場合は、下記の書類が必要となります。

ﾁｪｯｸ

◎ 書 類 へ の 押 印 及 び 訂 正 は 、 全 て 「 法 人 印 （ 実 印 ） 」
ﾁｪｯｸ

◎書類への押印及び訂正は、全て「実印」で行って下さい。


